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西ドイツ労働組合運動の復活

一一西ドイツにおける労働組合の再建過程(1トー

久本 憲 夫

はじめに

小論で，私は第二次世界大戦直後の酉 γイツにおける労働組合再建の動きを

朗らかにし上う E恩弓九そのきい，新?とに結成すべき組合の組織形態をめぐ

る論争が中心をなす。

ナチスの権力掌握の反省として，ヴァイマノレ期におけるような組合運動の傾

向組合 (Richtungsgewerkschaft) への分裂は何としても克服すべき課題であ

った。そして，以下に見るように第二次世界大戦後，統一組合 (Einheitsgewerk-

schaft) を設立するという点でほとんどすべての組合員が一致していた。しか

し，この「統一組合」ということばは，実際には多様な意味で使用されていた。

したがって，あらかじめ「統一組合」という用語について整理することが必要

であろう汽大き〈分けて，それには広義と狭義の 2つの意味がある。広義の

統一組合とは，政治的対立や身分意識などによる分裂を克服し 1つの労働組

合に被用者が結集する組合のことで，これはさらに狭義の統一組合と上部組織

1) 日本でとのテーマを担ったもの左しては一一一私旧知る限りでは 花見忠『骨働組合の政情的
役割』未来社:， 1965年 3野上陸「西ドイツ労働組合運動の確立過程」大震市立大学経済学会『経
済学雑誌』第BI岩摺1号. 1980年 5月， 102~1l9ベージ z 徳永重良「ドイツ資本主義と封働問

題」戸塚秀夫・徳永重良編『現代労働問題』有斐閣，四77年.217，...."，314ページがある。ただ，小
論四時期に関して言えば.野上論:;!(，槽永論文ともわずかに言及しているにすぎず，比較的詳細
な花見氏の著作においてもドイツ各地域。組合結成活動は具体的に展開されていない。

2) Einheitsgewerkschaftという概念の多様性およびその歴史的変遷については， Gerhard Beier， 
Einheitsgewerkschaft. Zur Geschichte eines organisBtorischen Prinzips der deutscheo 
Arbeiterbewegung. in: Archiv jur Sozialgeschichte (=AFS)， XIIl (1973)， S.207-、-242
を参照せよ。
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としての統一組合とに区分できる。狭義の統一組合では，労働者，職員，官吏

が直接 1つの組合に加入l:，彼らはその中で各産業別ないし職業別グループに

区分される。これに対し，上部組織としての統一組合では，労働者，職員，官

吏がまずそれぞれの産業別ないし職業別組合に加入し，これらの組合が中央組

織としての統一組合に団体加盟するのであり，産業別・職業別組合の自律性が

強調される。なお，両者の中間的形態，つまり一応組合員は各産業別・職業別

組合に加入するが. J=部組織に強力で指導的な役割者認める形態が考えられる。

私はこのような組合と狭義の統一組合とを一括して，集権的統一組合と呼ぶこ

とにする。この中間的形態の組合は，その実質的内容が狭義の統一組合に近い

と考えられるからであるの。

さて，具体的な組合運動を見るまえに，これを強〈制約し，大きな影響力を

及ぼした占領国の労働組合政策を見ることが不可欠である。したがって，小論

ではまずこの問題を扱い，次いで西ドイツ各地域での具体的な組合結成の経過

を見ていくことにしよう。なお，小論の考察は，連合軍がドイツ各地域を占領

してから， 1945年 6月のベルリ-:/宣言に基づいてドイツが各占領地区心に分

割されるまでの時期に限定される。

3) Jurgen Klein， Vereint sind sie alles? Untersuchungen zur Entstehung von Einkeits-
gewerkschaften in Deutschland. Von der WeimarerRepublik his 1946147， Hamburg 1972 

は.1945年までの議論の中で3つのモデルを検出している。つまり I (1)私の言う単語患の統一組合，
[，)上部組織としてD統一組合， (3)傾向組合由連合体である。この[3)は現実の組合運動の中ではほ
とんど問題にされなかった。その7ベ】ジを見よ。DietmarRo関 .Gewerkschaften und soziale 
Demokratie--Y，帥 derRicht削 :gs-zurEinheitsgewerkschaft， von Weimar zur Nachkriegs-

zeit--Untersuchungen zur gewerkscha:ーftlichenProgrammatik fur den Aufb叫 emer
demokratischen Gesellschaft. phiI. Di回.Bonn 1975は， XIl-XIIIで(1)私D言う聾権的統一組
合と(め上部組織としての抗)紅合とに分けている。これに対し.Johannes Kolb， Metal1gewerk-
schaften in der Nachkriegsze札 DerOrganisationsaufbau der Metallge脚 rksc先aJtenin 
dfm drei即 stlichenBe~叫zungs;;;unen Deulschlunds. Frankfurt am Mi山 1，1970は， 10ペー

ジで，統一組合という用語を集権的統一組合の意味に限定している。
4) Hesatzungszoneおよび Zoneにはー貰Lて， i占嗣地区」という用語をあてた。それは，
ortlichに「地区の」という用語をあてたりで両者を区別するためである。
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I 連合国の労働組合政策的

連合国のドイツ占領政策についてはかなりの意見の相違が見られ，各連合国

はそれぞれの占領地域で独自の裁量に従って行動したと言ってよい。たしかに

連合国はドイツの軍事的潜在力を無に帰L-，外国からの援助なしに生活できる

程度の工業能力しか残さないという点では一致していたが，政党や労働組合な

どにどのような役割を認めるのかについては必ずしも一致し亡いなかったL-，

ポツダム協定も多様な解釈を可能としていたのである。労働組合に関して言え

ば， 1945年10月に全ドイソ・レヴェノレで労働組合法を作る動きがあョたが， こ

の試みはフラ γスの強研な拒否に会い，挫折したへ

占領政策の準備が最も進んでいたのはアメリカであるの 1944年 9月に，モー

ゲンソー案として有名な財務省案がローズヴェノレト大統領に提出される。この

プラ γ に対してはアメリカ政府内部でも強い批判が起こり， ドイツの農業国化

というきびしい規定は紘一局受け入れられなかった。とはいえ，その影響を受け

た陸海統合参謀本部(JointChiels 01 Staff， JCS)指令第1067号は，他の連合

国司令官の同意を得るために秘密指令として，アイゼンハワー将軍に伝えられ

た。この JCS指令は結局イギリスの承認を受付ることができず地域的に限定

されたものとなったが，それでもアメリカ占領政策の中で決定的な役割を演じ

ることになる730

1944年10月にはアーへンはすでにアメリカ軍占領下にあり，ここでアイゼン

5) 西ドイツの占預政策を扱ったものとしては戸原四郎「西 lイツにおける戦後改革」東京大学社
会科学研究所編 r戦後改本2 国際環境111971年，北村出 問後ドイツの政治と経済II1973年
等がある50(1)では主に EbethardSchmidt， Die開 rhinderteNeuordnung 1945-1952. Zur 
Auseinan占 rsetzurr.gum die Demokratisierung der Wirtschaft in den westlichen Besa白-

ungszonen und in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt am Main--Koln. 1970; 

Ross， a. a. O. ; Klejn， a. a. 0.に依拠し，イギリスの労働組合政策に関しては，Ro1f Steinin 

ger， England und die deutsche Gewerk:schaftsbewegung 1945/46， in: AFS， XVIII (1978)， 
S. 4ト118も参考にした。

6) 全ドイツ レヴェルでの労働組合法をめぐる連合国聞のやりとりについては. Steininger， a 

a. O. S. 52-62を見よ o

7) アメリカの占領政策に円いては，戸原前掲書が詳しい。
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ハワーはドイツの労働運動への対処を迫られていた。彼は労働者たちの組織化

を求める請願をこの時には退けたが， 12月には ]CS指令第1067号に依拠して，

Fイツ国民宛ての声明を発表した。その第 1項で彼は次のように述べている。

「ドイツの労働者は，事情が許せばただちに民主的な労働組合に結集すること

が許されるであろう。これらの労働組合は，ただちに解体されるドイツ労働戦

線ゃくナチ〉党の他の組織にとって代わる。労働者の自由で経済的な結合およ

び結集のあらゆる形態は，それらが政治的ないし軍事的傾向をとらない限りに

おいて許可される」とへこの声明は，戦後ドイツにおける自由な労働組合の

結成をはっきり E認めており，労働者たちに大きな希望を抱かせた。しかL.

それは「民主的な労働組合」とはどのようなものなかの，そしてどのような観

点に従って結成すべきなのかについて何ら明らかにしていなかった。きらに，

地区レヴェノレでの政治活動と地区労働組合の結成を認めた1945年 B月 7日の通

達のなかでも，アイゼンハワーほどのような形態の労働組合を許可するかにつ

いて明らかにしなかった。ただ，アメリヵ軍政府の組合担当者の多〈がアメリ

カ労働総同盟 (AFL)出身でありへ AFLが集権的な統一組合を断固として拒

否していたことを考慮するならば，軍当局ははじめから集権的な統一組合を認

めるつもりがなかったと推測される山。

め この声明のドイツ語訳比 Klein，a. a. 0.， S. 153 fとU.Borsdorf u. a.， Grundlagen der 
Einhe山g'包Clcrkschaft.Frankfurt am Main. 1977に掲げられている。ここでは Kl，阻の訳に

従った。なお，これについては.Ross. a. a. 0.， S. 159および 90jahre Industriegewerkschaft 
1B91 bis 1981. Vom De叫 $chen Metallarheiter. Verband zur lndu巴triegewerkschaft

Metall. Koln. 1981. S. 345も参照のこと。
9) Matthew A. Kelly， The Reconstitution of the G町 ma'nTrade Union Move困問t. in: P(} 

litical Scieπce Quarterly Bd. 64 (1949) -p. 24~49 の 3B~39 ベーシ白注 19 ; Kolb， a. a口.
S.541を且よ。ただし. Siegfried Mielke， Grenzen und Motive der Einflu.snahme der 
amerikanischen Militarregierung auf den Aufbau und die Organisationsstruktur der 

Gewerkschaft in der amerikanischen Be.satzuロgzone.阻・ lnternaleWissenschaftliche Koグ
respondenz zur Geschiσhte der deutschen Arbeiterbe附 'gu.ng.14 (1978)， S. 187-202によれ

ば，アメリカ軍政府内では AFL系に対立する一群の進歩的な勢力が存在しており，彼らこそが
納長しt事業所レヴェルからの労働組合の形成を主張し，失権的な師一組合に最も強硬に反対し
ていたという。

10) とはいえ，アメリカはドイツの苦働組合を占領下における協力者と位置づけていたように思わ
れもたとえば，アメりカ陸軍省の44年7月付げ「民政ガイドJ(竹前保治「アメリカ対日昔ノ
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次にイギリ y、の労働組合政策を見てみよう。これに関する最初のプランは，

1945年 3月に休戦・戦後委員会 (Armisticeand Post-War Committee， APW) 

によって提出され 4月に経済・産業計画立案委員会 CEconomicand Indus 

trial Planning Staめの承認をうけた。このプヲ yを要約すれば次のようにな

る。 (1)軍事的安全と λムーズな管理の維持とを条件として，自由な労働組合の

結成を奨励する， (2)ただし，組合活動が占領軍に敵対する地下運動の隠れ蓑と

ならないように寧に組合活動を禁止する全権を与える1130 こりような内容をも

っプラソも実は，連合国全体り政策として立案されたものであヮたが，イギリ

ス占領地域でのみ影響をもっとととなった。

1945年8月 8日にイギリス軍政府の通達が出された1230 とこで注目される点

は，労働組合がドイツ経済， ドイツ国民の民主主義教育，非ナチ化に積極的に

関与するように求められていたことである。つまり，イギリス軍政府は組合に

対して，労働条件等の経済的な問題にとどまらない役割を担わせようとしたの

である。この通達は組合結成を認めており，労働者たちに大きな希望を与えた。

さらに 8月30日付の通達は第 l項で「ドイツ国民自身が労働組合の形態を決

定するように寧政府は望む」と述べていた印。しかし，民主的に選ばれる労働

組合のみを認めると述べたあとで，最後の第15項はいう。 I軍政府は 1つの安

定し，被用者を代表する労働組合運動を望む。それは暗闇の中では行われ得な

い。ドイツ国民は独自の利害において，労働組合のための安定した土台を創造

、働政策の生成J労働運動史研究会繭集『占領下封働曙動の分析』労働旬報社昭和48年 81-
四ページ〉は， Iドイツ侵入直後にみられるような混乱期には， 労働組合は社会D進歩的目安定
的勢力を曙り返す起再回生の要訣左なるであろう。彼らは国民の中で，他のどの団体よりも強い
反ナチの伝統をもっている。彼らは過去において， 民主的に組織された諸制度に慣れている。」
と述ベている。

11) このプランについては， Steininger， a. a. 0.， S. 48を見よ。
12) この通達。圭文は.90 jahre. • . . . ， S. 343fに英話とドイツ語の両方』 さらに DieGewerk 

schaftsbewegung 白 derbritischen Besatzungszone. Geschaftsbericht des Deutschen Gewe 
rkschafts.Bundes (britischen Besatzungszone) 1947-1949， Koln. o. J (以下 GBZ と略

す). S. 121にドイツ語で掲枕されている。
13) こり通達のドイツ語版は GBZ.S. 141に掲載されている。なお， Steininger， a. a. 0.， S. 67 

によれば，この通達は 9月10白に公表された。
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すべきである。それは時間をかけて健全に設立すべきである」と。この「時間
風

をかけて健全にJ1::.いうこ Eぽが，イギりス占領地区内の各管区でさまざまに

解釈されたこともあって，労働組合の展開は不均等なものになっていった。つ

まり，ハムプノレクやニーダーザFセンでは急速に組合結成がなされたのに対L，

ノノレトラインやヴェストファーレンではその展開は著しく抑制されたままであ

っ主こ。

軍政府のなかで組合通勤に大きな影響力を有していたのが「労使関係将校」

と呼ばれる人びとである。彼らのうちで特に重要な人物は，メノレトヲイ y担当

のケニー (FrancisKenny) とニ ダーザグセン担当のプラーマル (Aschly

Bramall) であろう。プラーマノレは他の多〈の保守的な将校たもともがって組

合運動を精力的に支援Lつつit.他方ケニーは労働組合政策の中心となる労使

関係指令常16号'"の作成を担ったのである。この指令ほ 3段階計画を詳細に規

定していた。第 1段階では，組合を結成しようとする人びとが軍政府の質問表

に答九軍政府の許可を得れば結成大会を開き得るが，組合員の募集，組合費

の徴収，事務所の借受けは認められない。これらが可能になるのは軍政府が第

2段階への移行を許可した場合である。との段階でも集会，宣伝活動は軍政府

の事前の許可を要する。そして，第3段階ではじめて，地区レヴェノレを越えた

自由な労働組合活動が許される。この指令は労働組合活動を抑制するのにきわ

めて有効であり，実際イギリス軍政府はこの指令を用いて組合政策を進めてい

くのである。

次に， ソ連の占領政策はどのようなものであったのか。それはzつり要求に

還元できょう。十分な賠償の確保と軍事的安全確保である。と ζ ろがζ の2つ

の要求にはある程の緊張関係が見られたo つまり，きびしい賠償の取り立ては

親ソ的な労働者運動の指導下に「平和で民主的な」ドイツを作るという考えを

危くする虞があったのである。しかし，そのさいソ連はドイツ共産党の亡命指

14) この指令は GBZ，S. 15-22に掲載されている。なお. 3段階計画については花見前掲書280

ベーシ注目も参照のこと。
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導部とりわけウノレプリヒト (WalterUlbricht)グループを利用することができ

ーた。ともあれ，ソ連占領地域ではすでに1945'ef.6月10日に反ファシズム政党と

労働組合の結成とが許可され. 6月17日にはベノレリーン地区自由ドイツ労働組

合同盟 (FreierDeutscher Gewerkschaftsbund， FDGB)が共産主義者を中心

とし，社会民主主義者らとの協力のもとに結成された。

占領政策の準備が最も遅れていたのはフラン凡である。 1944年夏までフテン

スはドイツに事実上占領されており，フランスが独自の占領地区を持つことが

決定されたのは45年 6月のベルリーン宣言においてであった。フランスは，ソ

連以上に二度とドイツが侵略し得ない上うに， ドイツを徹底的に弱体化しよう

とした。したがって，フラ Yスは労働組合も分権化しようとし，これに関する

行政命令第6号を45年 9月10日に出した。それによれば，同ーの組合に所属で

きるのは同じ職業または類似した職業を有する人びとに限定されていた。だか

ら I類似した職業」という概念を広く解釈することで産業別組合の結成まで

は可能であったとはいえ，集権的な統 組合は決して認められなかった山。こ

れらの個別組合の州レヴェノレでの合同をフラン月軍政府が許可するのはようや

く46年 4月12日のことであったが， ここでも軍政府は地区レヴェノレの職業別，

産業別組合主自律的な基本組織にしようとしたので，州レヴェノレの労働組合同

盟は同盟組織たる川レゲェノレ職業lilJ，産業別組合の連合組織にとどまらざるを

得なかった。

以上概観したように，労働組合目再建に積極的なのは西側占領国の中ではイ

ギリスであり，次いでアメリカであった。プヲ γλは自国の脅威になり得るあ

らゆる組織に反対し亡し、た。他方， ソ連はドイツ共産党亡命指導部との協調の

もとにウノレプリヒ}に組合再建のイニシアティプをとらせようとしていた。こ

のような占領国の組合政策に対して， ドイツの労働者たちはし、かなる運動を展

開していったのか。これが次の課題であるの

15) Kolb， a. a. 0.， S. 76 fおよび Ro回 ，a. a. 0.， S. 162 f。
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II 占領初期における労働組合運動

すでにナチ・レジームのもとで，非合法抵抗グノレープや亡命組合員グノレープ

の間では，ナチ・レジーム崩壊後に新しく作る労働組合についてのプランが練

られていた。そして，ヴァイマノレ共和制下の政党の群立や政治潮流のちがいに

よる労働組合の分裂によって，ヒトフーの権力革撞を告効に阻止できなかった

ことに対する反省と民主的な rイツ建設のために勢力を結集する必要とから，

ほとんどすべてのグループのプランは広義の統組合士結成す吾ことでー致

していた。ただ，勢力結集のためにドイツ労働戦線 (Dec出 cheArbeitsfront， 

DAF)を編成替えするのかどうか，組合員加入を強制にするのか任意にす石の

か，そして集権的統一組合を目指すのかどうかをめぐって意見の相違が見られ

たのである。ここでは地域を西側占領地域に限定し，その組合活動を地方ごと

に追ってみよう。

ドイツ国内で最初の組合活動が行われたのはアーへンである。アメリカ軍に

よるアーへγ制圧直後の1944年10月に 3名のかつての組合員が組合結成の許

可を得ょうとアメロヵ軍に出向いた。この時には占領軍はこの請願を退けたと

はいえ，すでに45年 2月に，組合結成へ向けた会合を開くことを許可した。さ

らに 3月には占領軍は労働組合の結成を許可し，すぐに行われた結成集会で，

自由ドイツ労働組合同盟 (FDGB)が設立された。 FDGBはナチ・ νジーム崩

壊後に生まれた最初の労働組合であった。それは政党政治的中立を守り，すべ

ての労働者，職員，官吏を組織する中央組織を目指していた。ただこの組織が

狭義の統一組合を志向していたかどうかは必ずしも明らかではない=へところ

で，ここでの決議いわゆる「アーへンり13項目」山は放送士通じて 7ーヘン

での組合結成の事実とともに各地域に伝えられたので，多くの地域でア ヘY

16) Ross， a. a. a. 0.. S. 16Bは産業別組合原則を基礎とした統組合だと主張しているが.Klein， 
a， a. 0.， S. 167 fは狭義の統一組合だったと述べている。

17) Klein， a. a. 0.， S. 166 fに掲哉されている。
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をモデノレとした労働結成しようとする動きが高まった回。この意味で，アーへ

ンはドイツ労働組合運動にとって一つの重要な役割を演じたと言えよう。

Lかし，アメリカは労働組合結成の認可を7ーへン以外の地域では与えなか

った。たとえば，ケノレンではアメリカ軍が引き揚げるまで組合結成はおこなえ

ず，占領直後に成立した事業所委員会や組合結成のための会合は非合法とみな

されていた。アイゼYハソーが44年12月に行った声明は反故にされたのである。

ケノレンの中心人物はベッグラー (IIansBackler)である川。彼は強力な労働

組合の統組織をできるだけ早く作るために，組合員たちによる DAF(J)編 成

替えを主張し，組合員の強制加入制を伴なう集権的な統一組合を追求していた。

彼は「民主主義」をどのように捉えていただろうか。ぞれは次のようなもので

あったと推測される叫。敗戦後ドイツの混沌とした状況のなかで民主的なドイ

ツを再建するためには，何よりもまず民主的な勢力の結集が必要であり，なか

でも労働組合は経済分野での共同決定にとどまらず，産業の社会化や経済の計

画化などの課題を果たす主な担い手とならねばならない。そのためには集権的

な労働組合形態による組合員の力の結集こそが真の民主主義の実現を保証する。

さて，ケノレンの指導的な組合員たちは45年 3月27日に非合法に集まり，暫定

的な組織委員会として r7人委員会Jを設立する。その内訳はベックヲーを含

む社会民主主義者4名，かつてのキリスト教系労働組合員2名，共産主義者 1

名であり山，このなかでベッグラーとならんで重要な役割を果したのがノ、 γ ゼ

18) 他地域へ申影響については.Har回utPietsch. Militarregierung， Burokratie und SI凶iali-
sierung. Zur Entwicklung d，包沼 Politische Systems in den Stadten des Ruhrgebiets 1945 his 
1948， Duisburg 1978. S. 78 f， S. 87; Anne Weis-Hartmann， Der Freie Gewerkschaftsbund 
Hessen 1945-1949. Marburg 1977. S. 75 f ~参照せよ。

19) ベックヲーは1875年生まれで，当時すでに70歳であり， すでにグァイマル期に ADGB幹部で
あった。また28年からは帝国議会の SPD所属議員であった。ベッグラ一回経歴について詳しく
は.U1rich Borsdorf， Hans Bockler-→ー-Reprasentantein田 Jahrhundertsgewerkschaftlicher 

Politik， in: Vom品目ialistengeset%zur Mitbestimmung. Zum 100. Geburtstag von Hans 
Bockler， hrsg. v.日目立zOskar V批ter.Koln 1975 S. 15-60を参照せよo

加1) ehendι t=i. 50 f ; Grundlagen der Einheitsgewerksckaft， S. 270、】273を参照せよ。
21) こ0内訳および人名については， Franz 出 r回ann，Geschichte der Ge即時schaftsbeweg開 g

nach 1945 in Niedersachi;en， Hannover 1972， S. 64を見よU
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ン (WernerHansen)22lである。彼はイギ日 y、亡命グループに属しており，ア

メロカ草とともにケノレンにちtて，ただちにベックヲーと連絡をとった。ハンゼ

ンはベックラーがもし強制組合員加入巾U'l:含む DAFの編成替えという考えを

占領軍に示せば，占領事はベックラー自身を排除するであろうと強い調子で警

告した。ベックラ はこの警告を受け入れ，強制組合員加入制を断念した。ペ

ッグラーは，、ンゼンと協力して45午 5月に一つの草案を起草する。これについ

ての説明のなかで彼ほ述べている。 1同盟は上部組織~ Lてではなく，唯一の

統一組合として労働者，職員，官吏を糾合した17の産業別ないし職業別グノレー

プを厳格な中央に包括すべきである」と叩。この考えに基づいて 7人委員会は

6月 5日にアメリカ軍と協議したが成果はなかった。なぜなら，アメリカ軍は

地区レヴェノレでの完全に自律的な産業別組合を要求し亡いたからである。しか

し，ベッグラーらは自分たちの考えを押し通すために 9月にラインの諸都市か

ら代表的な組合員を集めて会談を行い，この考えを確認させた'"。この聞にケ

ノレンを含むノルトラインはイギリス占領地区となり，アメリカにかわってイギ

リス軍政府が交渉相手となるが，イギリス軍政府もベックラーのプランを認め

るつもりはなかった。

ノレーノレ工業地帯での労働組合活動の展開は多様だった制。たとえば，ポーァ

ムやドヲイスプノレグなどでは集権的な統一組合結成への動きがあったが，エッ

22) Klein， a. a. 0.， 5. 169によれば，ハンゼンの本名はハイドルン (Wilhel旧日eidorのである

が，恨は亡命者であったためにj ドイツの組合員たちに占領国り祇遺者だと疑われる乙とをおそ

れて改名したというc ドデツに戻った多〈の亡命者たちは世と同じように改名していたと思われ
る。なお，彼は組合指道者としては例外的に若<1905年生まれである。

23) Grundlagen der Einheitsgewerkschaft， 5， 270-273を見よ。
24) GBZ， S. 658; Theo Pirker， Die blin品 Macht. Die Gewerkschaftsbeωegung in der 

Bu.ndesrepu.blik， 2 Bde.Teil L MUllchen 1960， S. 40を見よ。ととで彼らはイギリ y、軍政府に

対Lて次のように宣言した。 1あなたがたが企図している地区，地理的レゲヱルでの完全に自律
的な産業別組合は，ーコの強力で抗的な労働組合運動の建設にと 3て不適当な展開に至るで九
ろう」と。なおI U1rich Borsdorf， Der Weg zur Einheitsgewerkschaft. S. 406. in: J， Reuleck 
CHrsg.) Arbeiterbewegung an Rhein und Ruhr， Wuppenal1974， S. 383-413およひ Steining-

er， a. a白， S，69によれば，ベッグラーは軍政府に対して，もしすくに労働組合の設立を認めない
ならば，急進化する労働者の運動を制止する責任を負いきれないと述べて軍陣府を戚蜘している.

25) )レール工業地帯での組合活動については，主に Pietsch，Q. a. 0， rl) S. 79----105に依拠した。
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センでは社会民主主義者と共産主義者との対立が見られ，さしあたって統一組

合への動きはなかった。また?ノレーノレでは事業所レヴェノレの活動が盛んであっ

たが，それだけに占領軍0)抑疋政策も厳しかった。たとえば，事業所委員会や

経営評議会のような自発的な組織が事業所を越えて活動することや 6名以上が

集まることも当初から禁止されていた。

こうしたなかでノレーノレ工業地帯の労働組合活動として有名なのが鉱山労働者

の動きである。すでに45年 4月15日にポットロヅスグ=ラット 4 ッグ z プーア，

レクリ Y グハウゼンから集まった鉱山労働者たちは会議を聞いて，産業別組合

を基礎とする統一組合への支持を表明するとともに指導機関として「自由ドイ

ツ労働組合同盟=鉱山業グループ」を設立した20'。さらに 4月29日には56の

立て坑といくつかの他の事業所から 360名の代表が集まって会議を行っている。

しかし，占領軍はこれらの集会を直ちに禁止し，それ以土の活動は不可能とな

ってしまうのであるmo

当初アメリカ軍が占領し，後にイギリス占領地区となったうちで一つの中心

をなすのは，ハノーファーにおけるカール (AlbinKarl) を中心とするグ/レー

フの動きである即o 45年 4月にアメロカ軍はハノーファーを制圧し，その直後

に非合法下で抵抗活動を行っていたカーノレを含む 3名2ωがアメリカ軍と接触を

図った。アメリカ軍はカーノレらを歓迎し，市長と警察署長を抵抗グループのな

からら任命した。そして，カール自身は占領軍当局を補佐する再建委員会り議

長となる。この委員会には社会民主主義者とならん亡，共産主義者やかつての

キリスト教労働組合員らも加わっており 3者の協力が見られた。

再建委員会はまず事業所レヴェルで組織化に着手し，約 120の事業所で代表

を選出させたのち， 10名からなる労働組合委員会を設けた。そして，この労働

26) Ebenda， S. 83。ζの機関は4名の共産主義清と l名の社会民主主義者とから構成されており，
ここでの共産主義者の優位は明らかである。

27) Ebenda， S. 83; Borsdorf， Der Weg zur Einheitsgewerkschaft S. 401 ffo 

28) ハノ ファ における封働組合運動にワいてはj 主に Hartmann，a. a. 0.， S.7，....，26に依拠し
7た。

29) カールを中心とするハノーファーでの非合法下抵抗活動については， Klein， a. a. 0.， S.630 
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組合委員会が労働組合結成に関する方針をまとめるが，そのなかでは「一般組

合J (Allgemeine Gewerkschaft) と呼ばれる狭義の統一組合が要求されてい

た。

5月はじめ 3名の代表者カーノレ，ベッカー (LouisBocker ?)30九ベーアマ

ン (HermannBeermann)が ζ の方針をもって，暫定執行部として認可を得ょ

うとイギ目見軍仙の当局者のところへ出向いた。これに対1..-，軍当局はその認

可を与えるとともに集会を許可した。 5月24日の集会には約 400名の職場代表

が集まり，これがバノーファー一般組合の結成集会とな勺た。

ことでも統一組合が結成された。それは上部組織ではな<.すべての労働者，

職員，官吏を包括する唯一の組織であり，そのなかで組合員は産業別ないし職

業別グループに分けられていた。また，組合員の加入は任意であり，国家，市

町村，商工業などの機構への労働組合の介入も要求されていた。

しかし，このような急速な展開も占領国にとって，準備段階として許可され

たものであり，組合員を募集し組合費を徴収できる本来の労働組合を設立する

までには，軍政府との絶え間ない交渉を必要としていたo そLて，それがかな

えられるのは，ょうやく 45年11月7日のことであった。

ヘヅセ y とバイエノレ Y は一貫してアメリカ占領下にあった。まず，へッセ γ

について見てみよう問。

ここの中心は言うまでもなく，フラ Y クフルト・アム・マイ γ で，ヘッセ y

州の全組合員のほぼ 4分の l~占め℃いた。フランクフノレトで指導的な役割主

演じたのは，占参の自由労働組合員・リヒター (WilliRichter)である8830彼

はアメリカ軍による占領直後に， 17.......... 8名の同僚たちと労働組合委員会を作っ

30) Hartmann， a. a. 0" S.25による。ところが Klein，仏仏 0..S.172 fによれば， Louis Bocker 
てはな(L世dwigDokerとなって，.る。

31) この間にハノーファーはすでにイギリス占領下にあった。
32) ヘッセン州の皆同組合活動については， Anne Weiβ一Hartmann，ιa.0.， S. 40~ 111に主とし

て依拠した。
33) 也の経歴についてはさし当り， Kolb， a. a. 0.， S， 145 Anm. 15; Schmidt，ιa白.S.50を，

また担の思想については Weis-Hartmann.a. a. 0.， S.103圧を害照せよ。
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た。この委員会のなかではかつての 3大傾向組合の組合員たちが協同作業を行

っていたが，共産主義者は排議されていた。

労働組合委員会ほ， 45年 4月12日に軍当局に労働組合結成の申請を出す。軍

当局はこれを公式には受け入れなかったが，委員会の活動を黙認していた。な

お，この時点ではまだどのような労働組合を結成するかについて，はっきりし

ていなかった。ここで注目すべきことは寧当局の態度である制。というのは，

当局は同委員会に対L，共産主義者が排除されていることを戒め， 3名の共産

主義者を含む形で反フアジズム委員会を結成するように要求したのである。

リヒターらは 5月に 1つのプログラムを作成した。それによれば，産業別組

合を基礎とする上部組織としての統一組合が目指されており，名称はここでも

FDGBであった。これに対L，軍政府は 7月19日付の書簡のなかで， FDGBの

名称を使うこと，および， リヒターがその議長だと主張するのを禁止している。

しかし，軍政府は 8月7日のアイゼンハワ一声明に基づいて 8月末には事業

所 νヴェノレの組合組J織を，さらに11月15日には都市レヴェルの14の産業別組合

と1つの労働組合同盟の結成を認可した。その結果， 12月14日にフランクフル

ト FDGBが正式に結成された。

これに対して，へタセ yの他地域では集権的な統一組合が形成されてゆく 8530

ヴィースバーデγでは事業所を土台とした集権的統一組合が，カッセノレやダノレ

ムシュタットやハーナウでも集権的統一組合が志向された。地区の軍政府当局

は，この形態の組合の認日jを一一いずれにせよ市または郡レヴェノレに限定L-C

いたが ヴィーλパーデンでは45年末に，カッセルでは45年 9月 1日に

ーナウでも 9月 1日にそれぞれ与えた白に対L，ダノレムシュタットにおいては，

-34) Klein. a. a. 0.， S. 182 fo 
.35) WeiβHartmann， a. a. 0" S. 48-75および S.82; Kolb. a. a. 0.， S. 55-58; Ro出， a.a. 0.， 

S.180宜を事照のこと。 Klein，a ι日.S. 184 f. 189は， へッセγ全体D動きtフランクフル
トの事例でのみ理解しているために.集権的統一組合の存在カ明bかにされていなし、。これに関
して.Mielke， a. a. 0" S. 194 ffは前者 (Weis一Hartmann，Kolb， Ross)も後者 (Klein) も誤
りであって，確かにフヲソクフルト以外の地域では集権的統)組合へD動きが強かったけれども.
鉄道や郵便の分野を中心に産業別組合結成の動きも決して無視tきないと Lている。
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9月18日にいったん許可を与えたにもかかわらず， 11月 1日にそれを撤回 L，

結局集権的統組合を認、応ず，専門別の労働組合のみを許可したのである。

このように同じ集権的な労働組合が志向されたにもかかわらず，好意的に認

可された地区 たとえばハ ナウ四」ーーもあれば最後まで認可されなかった

地区もあったという事実を考慮するならば，少なくともヘッセ Vの当初の展開

においては必ずしも組織形態のちがし、によコて認可が左右されたとは言えず，

むしろ軍政府内の各地区の担当者の考えによって認可が左右されたと言い得る

だろう。

次にパイエノレ Y を見てみよう。ここで重要なのはニュノレンベノレグとミュンヒ

ェンである o ニュノレンベノレクのアピール3れによれば，下部クループに区分され

る 般ドイツ労働組合同盟 (A.D. G. B.)が目指され，組合内の下部グループ

は労働者，職員，官吏の利益を図らねばならなか勺た。また，そのアピールは

政党政治的中立と宗教に対する不干渉を掲げ，純粋の経済団体たることを宣言

していた制。他方， ミュ y ヒェンでは産業別組合を基本とした上部団体と Lて

の統一組織が志向された。ここでは組合員たちは軍政府の指示通りに労働組合

の設立を進めた。それにもかFわらず，アメりカ軍政府は地区レヴェノレの組合

設立の認可を非常に遅らせた。そして，許可を与えたのは実に必年12月昌日の

ことであった39h

後のイギリ λ 占領地区のうちて，タノレン，ハノーファーと並んで労働組合活

動の一つの中心を形成するのは(ムプルクである，0>。ここはハノーファーと同

36) Weis-Hartmann， a_ a_ 0.， S. 69-75。
37) このアピ ルは， 90 Jo"hre lndustriegewerkschaft . . . . .， S.346に直写されている。
38) Ros民 aι0.. S. 183 fも参照せよ。 Klein，a. a. 0.， S. 189では， ニュルンベルクの労働組

合仕上部組織止しでの抗一組合であ丹t.T
}::いうギ張がなされているn

39) バイエルの組合活動については， Mielke， a. a. 0.， S. 191 ffも幸照せよ。それによれば，バイ
エルンでは集権的統一組合と上部組織としての統一組合とが組合員数に関しては拾抗しており，
組合数では前者の方が佳者よりもかなり多いことから，前者が総じて小規模だったと言えよう。

40) ，、ムフ。ルタは当初からイギリス草が占領し，一貫してイギリスヰ政丁にあった。ここでの組合
活動については， Holger Christier， Soualdemokratie und Kommunismus. Die Politik der 
SPD und der KPll問 Hamburg1946-1949. Hamburg 1975. S. &9-78; Klein， a. a. 0.， 
S. 193-199; Ross， a. a. 0.， S. 175-179に主!こ依拠した。
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様に非合法抵抗クツレープが比較的よ〈生き残っており，占領後すぐに政治活動

を始めようとした。しかし，ィ斗リス軍は政治活動をまだ認めておらず，労働

組合活動だけを許Lていた。そのために労働組合結成の準備が急速に進み，占

領から 8日後の45年 5月11日には「社会主義自由労働組合J (Sozialistische 

Freie Gewerkschaft， SFG) の結成集会が行われてし喝。乙の集会で， 36名か

らなる実行委員会と 5名からなる暫定執行部の選出， 11の産業別グノレ プの形

成がなされた。また実行委員会と執行部が各産業別グノLープの指導を行うもの

とした。このような集権的組織にイギリスは決して好意を持っていたわけでは

ないが，さし当って妨害はまったく行わなかった。

SFGの問題はむしろ内部にあった。つまり実行委員会の過半数は古参の組

合役員が占めており，労働条件の改善を目標としていたのに対~，暫定執行部

はもっぱら若手の活動家が占めていて，組合活動よりもむ Lろ政治活動に強い

関心を抱いていたのである4ヘ暫定執行部は，軍政府に対して SFGが労働局

を直ちに担当することやハムフツレク管理委員会へ代表を派遣することなどを要

求したり，軍政府の任命した管理委員会の人事に抗議するなど急進的な動きを

見せつつあった。このような動きを危険視した軍政府は， SFGを非難すると

ともに，古参の組合員グループとの接触を図るようになる。

古参の組合員グループのなかで大きな役割を果 Lたのが，シュプリート

(Franz Spliedt)山である。彼は当初 SFGに入っていなかったが 6月 1日

の実行委員会で暫定執行部に 1名り共産主義者とともに新たに加わる ζ とにな

った。彼は SFGの政治活動をきびしく非難し，集権的組織の改変を志向して

いた。というのは，彼が集権的統一組合の持つ権力集中に強い不安を抱いてお

41) Christier， a. a. 0.， S. 63 fによれば，実行委員会の構成は社会民主党 (SPD)系20名強，共産
党 (KPD)系7名，国際社会主義闘争同盟 (ISK)系2名，社会主葺淘働者党 (SAP)系 L名て
あったのに対し，暫定執行部は SPD系2名， KPD系z名， ISK系i名からなっていた。

42) 彼は1933年4月の3大傾向組合合同へ向けたトップ舎談にも出席しており，ヴァイマル末期に
はすでに指噂的な地位にあった。なお，こりトップ会談については， Beier， a ι 0.， S. 230-237; 
同じ著者白 ZurEntstehung des Fuhrerkreis田 dervereinigten Gewerkschaften Ende April 

1933. in: AfS XV， 1975 S. 365-392:花見前掲書262へ←ジを見よ。
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り，そのなかに共産主義への危険を感じていたからである。そして，彼の理解

によればこれこそ民主主要を危うくするものであった4830 それはベックラーら

が共産主義者との協力とのなかに，また集権的な労働組合のなかに民主的なド

イツ白再建士見 Cいたりと好対照をなすものと言える。

いまや執行部は軍政府のみならず，内部からも非難きれることとなり，やむ

なく 6月12日に産業別組合の結成と政治活動の中止，名称の「ハムプノレグ労働

組合同盟」への変更wなどを決議した。しかし時すでに遅し軍政府は SFG

の解体を要求し， 6月20日亡は rSFG の政治活動は組合員の買の利益に沿わ

ないというのがすべての真の組合指導者の考えである。組合内での政治活動中

政治目標の設定は軍政府の指図と一致しない。それが続くならば組合運動にと

ってきびしい後退が起ζ るだろう」という決議で， SFGは解散しなければな

らなかった。

その後，軍政府は 8用6日に新たに労働組合の結成許可を出し 8月18日に

ハムフツレグ労働組合の発足芦明がなされた。この声明を出したノ、ムフツレク自由

労働組合管理委員会の議長はシュプリートであり，執行部も古参組合員が占め

ていた。そしてこの委員会は12の労働組合と 1つの職員組合の結成を手助けし，

これらの組合が認可を得たのち，上部組織たるハムプノレグ自由労働組合が成立

した。

最後にゲュノレテムベノレタを見ることにしよう山。中心は言うま巴もなくシュ

トットガノレトである。ここではプランス軍の占領直後に，かつての自由労働組

合系組合員を中心とし，キリ九ト教系組合員も参加して rシュトットガノレト

労働組合」の設立が企図される。彼らは 5月2日にフランス軍当局と会見する

ことができたがs 軍当局は組合結成の許可を与えず，集会や出版活動をきびし

43) 彼の民主主義理解については Kolb.a. a. 0.. S. 37。
44) つまり， r社会主義」という用語。削除。
45) 以下の叙述は，主に ChristfriedSe沼町t，E:ηtstehuη:g und Entwicklung des Gewerkschaft-

sbundes Wurttemberg.Baden bis ZUT Grundung des DGB 1945 bis 1949. Marburg， 19Bο 

に依拠l..， ほかにKolb，a. Qι0.， S. 59-67; Klein， a. a. 0.. S. 203-209; Mielke， a. a口， 8

193 f等を参考にした。
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〈禁止していた。主ころが，軍当局は 5月8日に州労働局設立に協力するよう

に，組合連勤の中心人物 -v:ライヒャー (MarkusSchleicher)に要請した。

彼は協力の条件として労働組合の承認を求め，軍政府に了承された。これに基

てゴいて，彼らは 5月11日にず L ノレテムベノレク労働組合同盟 (Wurttembergischer

Gewerkschaftsbund，鴨川GB) とL、う名称の委員会を結成する。しかし，軍政

府は WuGBを軍政府の単なる諮問機関としか考えておらず，その組合活動を

認めよう1-はしなか司?と。

組織プランについて言う1-.当初，職業別に編成される広義の統一組合が志

向され，多数派は DAFの編成替え，つまり，強制組合員加入制と組合費の天

引きを支持していたらしい。しかし，それに反対する意見も強〈容易に決着を

みなかった。

シュヲイヒャーを中心とする主流派は，労使協調的イデオロギーを持ってお

り，組合活動を経済領域に限定することを表現していたにもかかわらず，フヲ

Yス軍当局はこれに一切応じなかった。

シι トットガノレトは 5月末ごろからアメリカ軍支配下となる。アメリカ軍当

局は WuGBに対L.公証人による議事録の作成，幹部会の公正な選挙などを

要求した。 WuGBはこれに従って 5月31日に結成大会を開いたが，軍政府は

WuGBを公式に認めるかどうかについて，はっきりとは言明しなかった。

アメリカ軍当局内で意見が別れていたのである。つまり.WuGBが事業所

レヴェルから成立したものではないという理由でその解体を主張する部分と，

かつての指導的組合員が率いているのだから暫定組織としてそれを存続させた

方がよいとする部分とが対立していたりである刷。しかし，結局後者の意見が

通り. WuGBの存続が許された。

組織プランをめぐる WiiGB内の論争に一応の決着がついたのは 8月のこと

であ勺た。その施行規定によれば，労働者は10の産業別グループ色 2つの職業

別グループで，職員は 6つの職業別グループで編成されており，官吏について

46) Seifert， a. a. 0" S. 55~57: Mielke， a. a. 0.， S. 187-2020 
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はまだ決定していなかった。また，軍政府の要求に対応して，会計と組合費決
色

定権の地区組合への帰属および任意組合員加入制が表明されていた。この施行

規定によって， WuGBは軍政府の認可を8月30日に得た。いまや WuGBは他

地区の組合へ加入勧誘ができるようになり 9月中に12の地区組合が WuGB

に相次いで加入L，組合員数は約6万人に達した。

ζ こで成立した WuGBは3 職員のみの組織を認めていたとはいえ，同盟指

導部の強力な権限を認めていた。つまれそれは集権的な統一組合であった。

お わ り に

第二次世界大戦直後の西ドイツ各地域で，活発な労働組合活動が行われた。

西側占領国は労働組合の政治活動をきびしく禁止したのみならず，当初一部の

地域で志向された DAFの編成替え，つまり強制組合員加入制と組合費の天引

きというプラ Yを，非ナチ化の観点からまったく認めなかった。このプランは

組合指導部のなかでも反対する者が多〈すぐに放棄され，組合結成の争点は集

権的統組合か上部組織としての統一組合かということに移っていった。

また，注目すべき点として，各地域で組合活動を指導した者の多くが古参組

合役員だったということがあげられよう。 1945年当時でベックラー70歳c/ュ

ライヒャ -61歳，ジュプリートは ADGB幹部であった。これについては 2つ

の理由が考えられる判。第 1に，ヴァイマノレ期ならびに非合法下での活動によ

る経験とそれに対する信頼である。古参の組合指導者はヴァイマル期すでに実

績を持っており，ナチ・レジームに対する一貫した抵抗者 cあった。それゆえ，

組合活動の初発の時点で，労働者たちは彼らが重要な地位に就〈ことを当然の

ことと見な Lていたし，占領軍にとッても正体の切らかでない若手の人びとよ

りも彼らの方に信頼を置くことができただろう。第2に，事業所からの急進的

な運動が1918年の時ほど盛りトがらなかったと正があげられる。それには 3つ

の理由がある。 1)1918年とちがって，支配者としての占領軍が政治活動を厳し

47) Schmidt， a. a. 0.. S. 48-52の指摘を旦ょの
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く取り締まり騒乱が起きないように統制し得たこと。 2)自然発生的に成立した

経営評議会が労働者にとって最も緊急の課題 食糧の供給，生産の再開など

一一ーに勢力を注がざるを得なかったこと。 3)指導的な組合役員が経営評議会を

コントローノレずる伝統を有し亡いたιと，以上である。

最後に，大戦直後の組合運動を要約すれば，次のことが確認される。 1)広義

の統一組合を結成することではほとんどすべての地域で一致していたこと o 2) 

組織形態をめくZ争点の中心ほ集権的統一組合か上部組織としての統一組合か

という点にあり，総じて言えば前者が優勢であったこと。めそれを指導したの

が古参の組合役員であったことである。

初発における労働組合運動がいかなる展開をして，西ドイツ労働組合が成立

していくのか。それは次の課題である。

(1982年 7月2日稿〉


